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市道三溝線再整備検討会規約 

 

（設置） 

第１条  佐賀駅北側エリアにおける街づくりや交通ネットワークの将来像を見据

えて、佐賀市道三溝線の再整備に関する社会実験を実施するとともに、その結

果を検証し、再整備の方策を検討することを目的として、市道三溝線再整備検

討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

 （事業） 

第２条 検討会は、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）市道三溝線における社会実験の実施及び結果の検証 

（２）市道三溝線の再整備の方策の検討 

（３）その他、前条の目的達成に必要な事業 

 

（組織） 

第３条 検討会の委員は、別表に掲げるとおりとする。 

２ 検討会に会長及び会長代理を置くものとし、会長は佐賀市企画調整部長兼佐

賀駅周辺整備構想推進室副室長を、会長代理は佐賀市道路整備課長をもって充

てる。 

３ 会長は検討会を代表し、会務をつかさどる。 

４ 会長に事故あるときは、会長代理がその職務を代行する。 

５ 検討会の事務局は、佐賀市佐賀駅周辺整備構想推進室内に置く。 

 

 （会議） 

第４条 会長は、事業について協議するため、必要に応じて会議を招集するもの

とする。 

２ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

３ 会議に座長を置き、座長は会議を総括する。 

４ 会議は、出席委員の総意をもって決する。 

 

 （会計） 

第５条 検討会の運営及び事業に要する経費は、国庫支出金、佐賀市負担金及び

その他の収入をもって充てる。 

２ 検討会の事業及び会計年度は、平成３０年５月３０日に始まり、平成３１年

３月３１日に終わる。 

３ 事業が終了した時点において残余財産があるときは、会長が委員に諮ってそ

の帰属を決定する。 
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市道三溝線再整備検討会 予算書 

 

 

平成３０年度の市道三溝線再整備検討会の予算を次のとおり定める。 

 

◎収入の部                               千円 

項目 予算額 説明 

1 国庫委託金 ２，９９２ 国土交通省道路局 

2 佐賀市負担金 ４４  

計 ３，０３６  

 

 

◎支出の部                               千円 

項目 予算額 説明 

1 調査費 ２，９９２ 社会実験の調査検証及び検討会の企画運営 

2 予備費 ４４  

計 ３，０３６  
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2023 佐賀国体を見据えた、安心して楽しく歩ける 

「おもてなし空間」整備のための社会実験 

 

実施計画書 

（案） 

 

 

 

 

 

平成３０年９月 

 

市道三溝線再整備検討会 
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１ 実験の目的 

１-１ 実験地域の概要 

市道三溝線は、佐賀駅北口を起点として国道 264 号を終点とする延長約 900ｍ、幅員

20ｍで４車線の幹線道路であり、佐賀駅へのアクセス道路の位置付けである。ＪＲ九州

管内で第 10 位（約 12,000 人）の乗車人員を誇る佐賀駅に向けて、多数の通勤・通学者

が利用している。 

また、沿線には県立佐賀商業高校が所在し、駅から多数の生徒が徒歩で通学利用して

いる。 

 

終点北側のエリアには、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会（2023 年）の

メイン会場となる県総合運動場や県総合体育館、さらには市文化会館などが集積する、

県内随一のスポーツ・文化ゾーンとなっている。市道三溝線は、このゾーンへのアプロ

ーチの役割も担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アリーナ新設 
（8,000 人収容） 

県総合運動場 

市文化会館 

佐賀商業高校 

市道三溝線 
社会実験範囲 
延長：約 900ｍ 

ＪＲ佐賀駅・バスセンター 

国道 264 号 
幅員 30m 車線数 4 
自転車道整備済 

県総合体育館 
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また、沿線地区は近年、福岡都市圏への通勤需要等を背景に、マンション等の建設が

進み、人口増加が著しいエリアであり、街なか居住が進展している。 

 

◆沿線地区人口（神野東 2･3･4 丁目、駅前中央 2丁目） 

H20.2 H30.2 増加数（率） 

2,077 人 2,358 人 281 人（13.5%） 

 

 

１-２ 実験を実施する背景 

 市道三溝線は、通勤・通学利用者を中心に、多くの歩行者・自転車が通行している。

通勤・通学時間帯には、特に佐賀駅に直結する東側の自転車歩行者道（自歩道）で、歩

行者と自転車が輻輳し、歩行者を避けようと自転車が車道に飛び出してくる状況も生じ

ている。 

 また、沿線の生活道路から市道三溝線に進出しようとする自動車が、自歩道上で左右

から来る自転車と衝突する事故も発生している。 

 

◆市道三溝線の事故発生件数  ※佐賀北警察署からの提供資料に基づき作成 

 

 

通勤・通学利用が多い同路線は、平成 28 年度に策定した「佐賀市自転車利用環境整

備計画」において、自転車利用環境ネットワーク路線のうち、“短期整備路線”に位置

付けている。 

  

 また、総合運動場でスポーツイベントが開催される週末などには、多くのイベント参

加者が、駅から会場まで徒歩で市道三溝線を移動している。総合運動場までの移動距離

は、約１．４ｋｍで、所要時間は約 18 分（分速 80ｍの場合）である。 

10件 

18% 

29件 

52% 

5件 

9% 

12件 

21% 

追突 出合頭 

横断中 その他 

31件 

55% 

18件 

32% 

5件 

9% 

2件 

4% 

自動車×自動車 自動車×自転車 

自動車×歩行者 自動車×バイク 

形態種別 

（H26～H29） 

・自動車×自転車：16 件 

・自動車×自動車：13 件 
・出合頭：16 件 
・車両右左折時：2 件 

当事者別 

（H26～H29） 
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◆スポーツイベント前後の市道三溝線 

 
 

 2023 国スポ等を見据え、佐賀県が県総合運動場南側にアリーナ（8,000 人収容）新設

を計画している。同施設の周辺には、新たな専用駐車場の整備は計画されておらず、来

場者に対して公共交通の利用や、駅からの徒歩・自転車による移動を促していくことが

必須課題となっている。 

 

 こうした中、佐賀市による駅前広場の再整備計画（南北方面への誘導のための動線再

整備の検討）や、民間事業者によるシェアサイクル事業など、鉄道で佐賀駅に降り立っ

た来街者を、街なかへと円滑に誘導するための取組が始まっている。 

このため、会場へのアプローチである市道三溝線についても、これらの取組と呼応し

ながら、距離感を感じさせず、楽しく徒歩で移動できる歩行空間を確保し、来街者を駅

から会場まで円滑に誘導する施策を展開することが重要となっている。 

 

さらには、街なか居住の進展を受けて、子育て世代や高齢者など、住民・市民が安心

して歩くことのできる、都市生活の基盤となる快適な道路空間の構築が期待されている。 

 

一方で、市道三溝線は、中心市街地である駅南口方面への動線が駅で遮断されており、

通過交通は尐ない。このため、現行４車線に対して、自動車交通量は余裕がある状態と

なっている。 

 

◆モード別交通量 

自動車 7,343 台 

自転車 842 台 

歩行者 1,974 人 

※H29.10.11（水）12時間調査 

 

 

 

 

 

市道三津市道三溝線（４車線） 
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１- ３ 実験の目的 

街なか居住の進展やアリーナ新設による歩行者の増加を見据えて、安心して楽しく歩

ける歩道空間の整備が重要となっている。 

このため、自歩道内での歩行者・自転車の混在解消に向けて、自転車専用の走行空間

を整備することが有効である。 

今回の実験は、現行４車線の一部を自転車走行空間に変更することによる交通への影

響及び効果を分析し、今後の再整備の方策を検証することを目的とする。 

 

本実験を通じて、道路空間の再構築を実現し、来街者をはじめ通勤・通学利用者、沿

線住民など、多様な利用者ニーズに対応した道路空間を創出するとともに、既存幅員内

での自転車利用ネットワーク路線整備の先駆モデルとなることをめざす。 
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２-２ 社会実験の実施体制 

 社会実験は、佐賀市と検討会が連携して実施する。 

 ○佐賀市･･･社会実験現場設置、関係機関との調整、安全管理、各種調査 

○検討会･･･調査結果の分析・検証、検証結果の取りまとめ 

 

◆実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ≪社会実験現場設置・安全管理≫          ≪各種調査≫ 

                           ≪調査結果の分析・検証≫ 

  

佐賀市 
市道三溝線 
再整備検討会 

㈱西九州道路 

１工区 
シンテック㈱

２工区 

㈱交安 

３工区 

大日本コンサルタント㈱ 

・㈱設計領域 

連携 
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２-３ 緊急連絡体制 

 社会実験期間中の緊急連絡体制は、次のとおりとする。 

  

 

 

           報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安全管理：１工区】 

株式会社西九州道路 

電話：0952-31-8191 

【安全管理：２工区】 

シンテック株式会社 

電話：0952-32-2166 

【安全管理：３工区】 

株式会社交安 

電話：0952-31-9631 

【社会実験事務局】 

佐賀市役所 

佐賀駅周辺整備構想推進室 

電話：0952-40-7007 

 

【市道三溝線再整備検討会事務局】 

佐賀市役所 

佐賀駅周辺整備構想推進室 

電話：0952-40-7007 

【各種調査】 

大日本コンサルタント㈱

九州支社 

電話：092-441-0955 

 

調査員 

交通誘導員 交通誘導員 交通誘導員 

【警察署 110 番】佐賀北警察署 

   電話：0952-30-1911（代表） 

【消防署（救急車）119 番】佐賀消防署 

   電話：0952-33-6775（救急課） 

【労務】佐賀労働基準監督署 

   電話：0952-32-7141（労災課） 

【救急病院】国立病院機構 佐賀病院 

電話：0952-30-7141（代表） 

【道路管理者】佐賀土木事務所（国道 264 号） 

    電話：0952-24-4346（管理課） 

【道路管理者】佐賀市道路管理課（市道） 

    電話：0952-40-7175 

㈱サーベイリサーチ 

センター九州事務所 

電話：092-411-8811 

巡回監督員 

市道三溝線再整備検討会 
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３ 社会実験の実施計画 

３- １ 実施区間 

市道三溝線全線（佐賀駅北口～八丁畷（機動隊前交差点））約 900ｍとする。 

 

◆実施区間 

 

 

 

３-２ 実施日時 

 ○実験期間※  平成 30年 9 月 12 日（水）～平成 30 年 9月 18 日（火） 

 ○現場設置 平成 30年 9 月 11 日（火）9:00～17:00（予定） 

 ○現場撤去 平成 30年 9 月 19 日（水）9:00～17:00（予定） 

  ※ただし、現場設置完了時点から現場撤去開始時点まで通行規制を行う。 

  ※期間中に荒天が予想される場合等には、佐賀市の判断により日程を変更する。 
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３-３ 交通規制の概要 

４車線のうち東側の１車線を自転車道（双方向通行）に変更する。 

残り３車線のうち中央の車線をゼブラ帯及び右折レーンに変更する。 

 

◆平面図・断面図・資材設置イメージ 

 

現

況 

 

社

会 

実

験 
 

▲                

   

単管バリケードとラバーポールで 

自転車道（双方向通行）を設置 
ラインテープによる路面標示の変更 

 

     自動車誘導看板              自転車誘導看板 

※社会実験は道路交通法及び道路法に基づく道路使用許可を受けて行う。 

 

右折レーン・ 
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３-４ 事前周知・広報 

 各種媒体を用いて、積極的な事前広報を行う。 

広報チラシ 沿線世帯･事業所への配布、地元中学校・高校配布、

公共施設・佐賀駅等へ設置、交通事業者配布 等 

広報チラシ（子ども向け） 地元小学校配布 

佐賀市報（9/1 号） 全市民対象 

佐賀市ホームページ 全市民対象 

新聞広告 佐賀新聞、夕刊佐賀 

テレビ サガテレビ（市広報番組）、ぶんぶんテレビ 

ラジオ ＦＭ佐賀、ＮＢＣ佐賀、えびすＦＭ 

              ※その他、佐賀市政記者への情報提供など 

  ◆広報チラシ 

   

 

  

（子ども向け） 

（うら） （おもて） 
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３-５ 安全対策 

 社会実験期間中は、主要交差点に交通誘導員（24 時間体制）を配置し、円滑な交通

誘導に努める。 

 また、実施区間を 24 時間の巡視体制を構築し、資材の転倒等による事故の発生を未

然に防止する。 

 

◆交通誘導員の配置計画 

 

  ※ただし、時間帯ごとの通行状況（通学時間帯の横断歩道等）に応じて、誘導箇所 

   を臨機応変に判断する。 
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４ 各種調査計画 

４- １ 交通量調査 

主要交差点（３箇所）で自動車・自転車・歩行者の方向別通行量を調査し、平成 29

年 10 月調査結果と比較する。 

併せて、車線減尐による周辺生活道路への影響（流入車両の増加の有無）を把握する

ため、周辺生活道路の交差点（４箇所）で自動車の方向別通行量を調査する。 

（事前調査及び実験中調査） 

 

４-２ 渋滞長調査 

 主要交差点（２箇所３方向）において信号サイクルごとの渋滞発生状況を調査する。 

 

４-３ 自転車通行位置調査 

 仮設した自転車道の通行率（遵守率）を調査する。（遵守通行量／総通行量） 

 

４-４ 通行者ヒアリング 

 実験期間中、市道三溝線を通行中の歩行者・自転車を対象に、街頭調査を行う。 

 ◆質問項目：普段の三溝線に対する感想、社会実験に対する感想 

 

４-５ 沿線住民・学校アンケート 

 実験終了後、沿線住民（三溝自治会・新家自治会の一部）を対象に、戸別配布方式（郵

送回収）のアンケートを行う。 

 ◆質問項目：普段の三溝線に対する感想、社会実験に対する感想、 

自転車通行ルールの認知度、 

自転車・徒歩移動への交通手段シフトに関する意識調査、自由意見 

 

 また、沿線に所在する県立佐賀商業高等学校の１・２年生を対象に、タブレット端末

を活用したアンケートを行う。 

 ◆質問項目：普段の三溝線に対する感想、社会実験に対する感想、 

       自転車通行ルールの認知度 

 

４-６ 目視による交通状況の把握 

 実験期間中、市道三溝線の交通状況（特に通勤通学時間帯や、週末のスポーツイベン

ト前後の状況）について、検討会事務局職員が目視による確認を行う。 

 

４-７ 関係者への取材調査 

 検討会における討議の進行状況に応じて、交通事業者やシェアサイクル事業者等への

取材調査を行う。  
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◆交通量・渋滞長・自転車通行位置調査の調査地点 

  
：交通量調査（本線・周辺道路）
：渋滞長調査
：自転車通行位置調査

○
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５ 社会実験結果を受けた検証方針 

５- １ 検証方針 

各種調査・ヒアリング結果を多角的・複合的に分析し、道路空間の再構築（車線数の

見直し、自歩分離）の実現可能性及び具体的方策を検証する。 

併せて、第１回・第２回検討会で事例研究を行った「歩道空間の活用方策」について、

地元住民・来街者双方の視点を踏まえつつ、歩道空間の魅力向上に向けた検討を行う。

また、駅前広場再整備計画やシェアサイクル等の他施策とも関連する「円滑な交通誘導

の方策」についても、検証を行う。 

また、周辺生活道路の状況や広域的な交通状況を踏まえながら、今後の整備段階に向

けた具体的課題（交差点処理のあり方等）の整理を進める。 

 

５-２ 検証手法 

 各種調査結果を用いた検証手法を整理する。 

 

○本線・周辺交通量調査、渋滞長調査、ETC2.0 プローブデータを用いて、車線再配 

 分の実現可能性を検証 

 

 ○自転車通行位置調査、通行者ヒアリング、沿線住民・学校アンケートを用いて、 

自転車走行空間整備のあり方及び歩行空間整備のあり方を検証 

  

 ○周辺交通量調査を用いて、周辺生活道路の安全対策のあり方を検証 

 

◆検証手法の整理 

調査項目 車線再配分 自転車空間 歩行空間 
周辺道路の

安全対策 

本線通行量調査 ○   △ 

周辺通行量調査 ○   ○ 

渋滞長調査 ○   △ 

ETC2.0 プローブデータ ○    

自転車通行位置調査  ○ ○  

通行者ヒアリング  ○ ○  

沿線住民・学校アンケート ○ ○ ○ ○ 

  注）○：直接的な関連がある調査項目 

△：間接的な関連がある項目 


